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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成26年11月20日(2014.11.20)

【公開番号】特開2013-123148(P2013-123148A)
【公開日】平成25年6月20日(2013.6.20)
【年通号数】公開・登録公報2013-032
【出願番号】特願2011-271006(P2011-271006)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   5/243    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/407    (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   5/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   5/243   　　　　
   Ｈ０４Ｎ   1/40    １０１Ｅ
   Ｇ０６Ｔ   5/00    １００　
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成26年10月2日(2014.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像の注目画素とその周辺画素から、入力画像を増感した増感画像を得る増感部と
、
　前記増感画像の各画素の輝度値に基づいて、各画素のための補正係数を決定する補正係
数決定部と、
　前記補正係数決定部で決定された各画素のための前記補正係数を、前記増感画像の各画
素の画素値に乗算して、補正後の画像信号を生成する補正係数乗算部とを備え、
　前記増感部における増感倍率は画像内の全ての画素に対して一定であり、
　前記補正係数決定部により決定される前記補正係数は、
　前記増感画像の各画素の輝度値が第１の閾値未満であるときに１であり、
　前記増感画像の各画素の輝度値が第２の閾値以上であるときに前記増感倍率の逆数であ
り、
　前記増感画像の各画素の輝度値が前記第１の閾値以上で、前記第２の閾値未満であると
きに前記補正係数決定部が出力する補正係数の値が、前記増感画像の各画素の輝度値の増
加に対して、１から前記増感倍率の逆数へ次第に減少する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記増感部における増感倍率をＬとし、
　前記増感画像の信号をＸｓとし、
　前記第１の閾値をＴＨ１とし、
　前記第２の閾値をＴＨ２とし、
　前記補正係数をＫとするとき、次式
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【数４】

の関係が満たされるように前記補正係数が定められる
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記補正係数乗算部が出力する、前記補正後の画像の画素値と前記入力画像の画素値を
合成して出力する合成部をさらに備え、
　前記合成部は、前記補正係数乗算部が出力する、前記補正後の画像の画素ごとに、
　前記増感画像の輝度値が前記第２の閾値以上である場合、前記補正後の画像の画素値と
前記入力画像の画素値を一定の割合で加算して出力し、
　前記増感画像の輝度値が前記第２の閾値未満である場合、前記補正後の画像の画素値を
そのまま出力する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記増感画像を解析してその特徴を表す情報を得る画像解析部と、
　前記画像解析部による画像解析結果に基づいて、前記第１の閾値及び前記第２の閾値を
求める閾値算出部とを備え、
　前記補正係数決定部は、前記閾値算出部が求めた前記第１の閾値及び前記第２の閾値を
用いて、前記輝度値との比較を行う
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記画像解析部による前記画像解析結果は、前記増感画像の輝度のヒストグラムであり
、
　前記閾値算出部は、前記輝度のヒストグラムに基づいて前記第１の閾値及び前記第２の
閾値を求める
　ことを特徴とする請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記画像解析部は、前記増感画像の特定の領域を検出し、
　前記閾値算出部は、前記画像解析部により検出された特定の領域の画像の特徴に基づい
て前記第１の閾値及び前記第２の閾値を求めて出力する
　ことを特徴とする請求項４又は５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　入力画像の注目画素とその周辺画素から、入力画像を増感した増感画像を得る増感ステ
ップと、
　前記増感画像の各画素の輝度値に基づいて、各画素のための補正係数を決定する補正係
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数決定ステップと、
　前記補正係数決定ステップで決定された各画素のための前記補正係数を、前記増感画像
の各画素の画素値に乗算して、補正後の画像信号を生成する補正係数乗算ステップとを備
え、
　前記増感ステップにおける増感倍率は画像内の全ての画素に対して一定であり、
　前記補正係数決定ステップにより決定される前記補正係数は、
　前記増感画像の各画素の輝度値が第１の閾値未満であるときに１であり、
　前記増感画像の各画素の輝度値が第２の閾値以上であるときに前記増感倍率の逆数であ
り、
　前記増感画像の各画素の輝度値が前記第１の閾値以上で、前記第２の閾値未満であると
きに前記補正係数決定ステップが出力する補正係数の値が、前記増感画像の各画素の輝度
値の増加に対して、１から前記増感倍率の逆数へ次第に減少する
　ことを特徴とする画像処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の画像処理装置は、
　入力画像の注目画素とその周辺画素から、入力画像を増感した増感画像を得る増感部と
、
　前記増感画像の各画素の輝度値に基づいて、各画素のための補正係数を決定する補正係
数決定部と、
　前記補正係数決定部で決定された各画素のための前記補正係数を、前記増感画像の各画
素の画素値に乗算して、補正後の画像信号を生成する補正係数乗算部とを備え、
　前記増感部における増感倍率は画像内の全ての画素に対して一定であり、
　前記補正係数決定部により決定される前記補正係数は、
　前記増感画像の各画素の輝度値が第１の閾値未満であるときに１であり、
　前記増感画像の各画素の輝度値が第２の閾値以上であるときに前記増感倍率の逆数であ
り、
　前記増感画像の各画素の輝度値が前記第１の閾値以上で、前記第２の閾値未満であると
きに前記補正係数決定部が出力する補正係数の値が、前記増感画像の各画素の輝度値の増
加に対して、１から前記増感倍率の逆数へ次第に減少する
　ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　閾値算出部８は、画像解析部７で得られた画像解析結果から、補正係数Ｋを求めるとき
に用いる閾値ＴＨ１及びＴＨ２を求めて出力する。
　例えば、画像全体のコントラスト、輝度分布等に基づいて閾値ＴＨ１、ＴＨ２を定めて
も良く、特定の領域のコントラスト、輝度分布等に基づいて閾値ＴＨ１、ＴＨ２を定めて
も良く、特定の領域が検出されたどうかに基づいて閾値ＴＨ１、ＴＨ２を定めても良い。
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